
【令和 6 年 児童手当拡充に伴う手続確認フロー】 
高校生年代※1 以下のお子さんを養育している方が対象です。 
 
 

現在、飛騨市から児
童手当または特例給
付を受けていますか 

は
い 

大学生年代※2
のお子さんを養
育しており、児
童手当の支給対
象のお子さんと
合わせると 3 人
以上になります
か 

↓スタート↓ 

２人以上でお子さんを
養育している場合、所
得が高い方は公務員で
すか 

【C】 

お手続きが必要です。 

・額改定認定請求書 

高校生年代※1 のお子
さんが居ますか 

はい 

高校生年代※1 のお
子さんは算定児童と
して登録済みですか 

手続き不要 

い
い
え 

大学生年代※2 のお子さんを養育しており、児童手当の支給
対象のお子さんと合わせると 3 人以上になりますか 

【D】 

お手続きが必要です。 

・額改定認定請求書  

・監護相当・生計費の負

担についての確認書  お勤め先へ
お問い合わ
せください 

大学生年代※2 のお子さんを養育しており、高
校生年代以下の養育しているお子さんと合わ
せると 3 人以上になりますか 

はい 

はい 

い
い
え 

い
い
え 

いいえ 

は
い 【注】 

※1 高校生年代とは、2006 年(平成 18 年)4 月 2 日から 
2009 年(平成 21 年)4 月 1 日までに生まれた子 

※2 大学生年代とは、2002 年(平成 14 年)4 月 2 日から 
2006 年(平成 18 年)4 月 1 日までに生まれた子 

【A】【B】 

お手続きが必要です。 

・認定請求書 

いいえ 

はい 

いいえ 

い
い
え 

【A】【B】 

お手続きが必要です。 

・認定請求書 

・監護相当・生計費の負担についての確認書 


